
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る

ニ
ー
ズ
の
高
ま
り

　

変
額
個
人
年
金
保
険
の
銀
行
チ
ャ

ネ
ル
を
通
じ
た
販
売
が
好
調
で
あ

る
。
〇
三
年
度
上
半
期
に
は
変
額
年

金
全
体
の
七
六
％
が
銀
行
を
通
じ
て

販
売
さ
れ
、
〇
三
年
九
月
末
時
点
で

の
変
額
年
金
保
険
の
契
約
高
は
前
年

比
二
四
〇
％
の
増
加
と
な
り
、
銀
行

チ
ャ
ネ
ル
の
潜
在
力
の
高
さ
を
再
認

識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

今
後
の
バ
ン
カ
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
の

進
展
に
対
す
る
顧
客
の
期
待
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で

わ
れ
わ
れ
が
個
人
顧
客
を
中
心
に
行

っ
て
き
た
フ
ォ
ー
カ
ス
・
グ
ル
ー
プ

・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
の
結
果
に
よ
る

と
、
顧
客
が
銀
行
と
保
険
会
社
と
の

コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
メ
リ
ッ
ト

を
得
た
い
と
い
う
期
待
は
か
な
り
強

い
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
顧
客
に
よ

っ
て
そ
の
期
待
の
中
身
は
異
な
り
、

「
取
引
接
点
を
深
め
る
こ
と
で
保
険

料
や
手
数
料
の
割
引
が
あ
れ
ば
望
ま

し
い
」
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
か

ら
、「
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ピ
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銀
行
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
た
保
険
販
売
、
い
わ
ゆ
る
バ
ン
カ
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
が
銀
行
・
保
険
の
規
制
緩
和
領
域
と

し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
こ
の
間
、
住
宅
ロ
ー
ン
関
連
の
火
災
保
険
、
海
外
旅
行
傷
害
保

険
、
個
人
年
金
保
険
等
の
銀
行
窓
販
解
禁
が
あ
り
、
予
想
以
上
の
成
果
を
あ
げ
る
に
至
っ
て
い
る
。
規
制
緩
和

は
と
か
く
、
事
業
者
の
視
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
顧
客
の
視
点
で
は
ど
う
な
の
か
。
そ
う
し
た

視
点
で
今
後
の
バ
ン
カ
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
極
め
て
み
た
い
。
同
時
に
顧
客
が
期
待
す
る
バ
ン

カ
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
は
銀
行
、
保
険
会
社
双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
い
。

銀
行
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る�

期
待
は
強
い�

【
特
集
】

保
険
窓
販
全
面
解
禁
の
争
点
�

販
売
ス
キ
ル
・
体
制
の
組
織
的
構
築
を�

マ
ッ
キ
ン
ゼ
ー
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー�

　
プ
リ
ン
シ
パ
ル
　

大
庫
　
直
樹�

　
ア
ソ
シ
エ
ー
ト
　

和
田
　
千
弘�



金
融
審
で 

今
月
中
に
結
論
へ

　

現
在
、
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会

第
二
部
会
の
保
険
の
基
本
問
題
に
関

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い

て
、
銀
行
で
販
売
で
き
る
保
険
商
品

の
拡
大
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て

い
る
。
〇
三
年
三
月
の
総
合
規
制
改

革
三
カ
年
計
画
（
再
改
定
）
で
は
〇

三
年
度
末
ま
で
に
結
論
を
出
す
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
月
末
ま
で

に
は
な
ん
ら
か
の
結
論
が
出
さ
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
し
て
は
、
九

七
年
の
保
険
審
議
会
答
申
で
「
利
用

者
利
便
の
向
上
等
の
メ
リ
ッ
ト
と
弊

害
を
比
較
考
量
」
し
て
銀
行
の
保
険

販
売
の
対
象
を
検
討
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
〇
〇
年
五
月
に
保
険
業
法
の
改

正
に
よ
り
「
保
険
契
約
者
等
の
保
護

に
欠
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
」
に

限
り
銀
行
の
保
険
販
売
が
認
め
ら
れ

た
。
こ
の
法
律
の
も
と
〇
二
年
一
〇

月
に
は
個
人
年
金
の
販
売
が
開
始
さ

れ
て
い
る
。

保
障
性
保
険
商
品
の
特
性

　

生
命
保
険
会
社
は
三
〇
年
、
四
〇

年
の
超
長
期
の
保
障
責
任
を
果
た
す

こ
と
こ
そ
が
本
質
で
あ
り
、
過
去
の

発
生
率
に
基
づ
い
て
適
正
な
保
険
料

を
算
定
・
徴
収
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
契
約
者
に
と
っ
て
も
将
来
保

険
金
や
給
付
金
を
受
け
取
る
な
ど
し
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金
融
審
議
会
の
作
業
部
会
で
は
、
銀
行
が
販
売
で
き
る
保
険
商
品
を
個
人
年
金
保
険
等
以
外
に
も
拡
大
す
べ
き
か
ど
う

か
に
つ
い
て
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
医
療
保
険
な
ど
の
第
三
分
野
商
品
を
含
む
保
障
性
商
品
は
銀
行
が
販
売
し

て
も
利
便
性
の
向
上
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
保
障
性
保
険
商
品
で
は
、
保
険
会
社
は
保
障
責
任
を
長

期
に
わ
た
り
果
た
す
責
任
を
負
い
、
医
的
な
選
択
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
貯
蓄
を
目
的
と
し
た
個
人
年
金
と

は
異
な
り
銀
行
の
販
売
に
よ
る
弊
害
が
大
き
く
、
商
品
拡
大
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

銀
行
に
よ
る
保
障
性
保
険
商
品
の
販
売
は�

弊
害
が
多
い�

【
特
集
】

保
険
窓
販
全
面
解
禁
の
争
点
�

強
力
な
販
売
力
の
源
泉
は
銀
行
の
特
権
的
地
位
に
あ
り�



保障型保険窓販の�
競争政策効果は期待できない�

【特集】保険窓販全面解禁の争点�

フルライン戦略を放棄し�
　技術革新で収益機会を拓いた米銀の教訓を�

第一生命経済研究所�

主任研究員　熊野　英生�

ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
の

域
を
出
な
い

銀
行
業
界
は
、
保
険
窓
販
の
全

面
解
禁
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て

い
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し

て
、
〇
二
年
一
〇
月
に
解
禁
さ
れ

た
個
人
年
金
保
険
の
販
売
実
績
が

好
調
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
保
険
商

品
の
販
売
が
解
禁
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
販
売
手
数
料
増
加
の
期
待
が

あ
る
。

し
か
し
、
銀
行
で
個
人
年
金
保
険

の
販
売
が
好
調
で
あ
る
の
は
、
そ
れ

が
銀
行
の
取
扱
商
品
に
性
格
が
似
て

い
る
据
置
型
の
貯
蓄
性
商
品
だ
か
ら

で
あ
る
。
海
外
の
保
険
窓
販
の
事
例

を
み
て
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の

大
部
分
が
個
人
年
金
保
険
で
あ
り
、

保
障
性
商
品
の
販
売
は
一
部
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
以
上
に
保

険
窓
販
が
浸
透
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
も
、
税
制
優
遇
を
受
け

た
貯
蓄
性
商
品
が
中
心
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
の
保
険
会
社
が
提
供

す
る
商
品
は
、
死
亡
保
険
が
中
心
で

あ
る
点
で
欧
米
と
は
や
や
異
な
る
。

日
本
の
保
険
会
社
が
提
供
す
る
保
障

型
商
品
は
、
顧
客
に
対
す
る
営
業
職

員
の
き
め
細
か
い
ア
ド
バ
イ
ス
に
競

争
力
の
源
泉
が
あ
り
、
窓
口
で
販
売

し
て
取
引
が
完
結
す
る
「
売
り
切
り

型
商
品
」
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い

る
。し

た
が
っ
て
、
銀
行
が
保
障
型
商

品
の
取
扱
い
を
開
始
し
て
も
、
店
頭

販
売
で
ク
ロ
ス
セ
ー
ル
ス
（
組
合
せ

販
売
）
の
実
績
を
あ
げ
そ
う
に
は
な

い
。
全
面
解
禁
と
は
い
っ
て
も
、
言

葉
の
語
感
と
は
違
っ
て
成
果
は
限
定

保険の銀行窓販解禁が、銀行の収益体質強化につながり、同時に保険会社の
競争力向上をも促すことができるかどうかが重要だ。結論からいえば、この
種の規制緩和の議論は、大山鳴動しても実際には両業界ともさほど多くのメ
リットは享受できない。むしろ、限定されたパイの奪い合いが、生保業界の
足腰をさらに弱めるだけに終わるので、競争政策上好ましくない。９０年代の
米銀の経験に照らしてみると、銀行業界は窓販解禁よりも、まだやり残した
課題に取り組むことが先決だ。

「バンカシュアランス」本場のヨーロッパでは
貯蓄商品が主流（パリのアクサ本社）
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